
空家等対策の具体的な取り組み
（詳細資料）
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（１）空き家・空き地の
発生予防啓発・管理促進
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（１）空き家・空き地の発生予防啓発・管理促進

１）所有者等へ固定資産税納税通知書啓発チラシの送付
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（１）空き家・空き地の発生予防啓発・管理促進

２）空き家に関する出前講演やセミナー相談会の開催
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（１）空き家・空き地の発生予防啓発・管理促進

３）空き家にしない「我が家」の終活ノート
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（１）空き家・空き地の発生予防啓発・管理促進

４）相続に関する情報提供の充実（相続登記の申請義務化）
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（１）空き家・空き地の発生予防啓発・管理促進

４）相続に関する情報提供の充実（相続土地国庫帰属制度）
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（１）空き家・空き地の発生予防啓発・管理促進

５）空き家管理事業者紹介制度

長期不在の留守宅が心配、ま
たは空き家を残しておきたいけ
れどどうしたらいいか分からな
いといった人に、市内の空き家
の管理サービスを行う「空き家
管理事業者」を紹介する制度。
管理サービスには、外観の点検
や家屋の風通し、雨漏りの確認
や除草などがある。

登録事業者数(R6.10.28）
総数・・・３２事業者
うち門司区対応可 ２７事業者
うち小倉北区対応可 ２９事業者
うち小倉南区対応可 ３０事業者
うち若松区対応可 ３０事業者
うち八幡東区対応可 ３１事業者
うち八幡西区対応可 ３１事業者
うち戸畑区対応可 ３０事業者
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■事業者登録と事業者紹介の流れ



（２）空き家・空き地の
活用促進

9



（２）空き家・空き地の活用促進

１）北九州市空き家バンク

① 所有者から市へ登録申請

② 市から不動産事業者へ
空き家情報の提供

↓
【市が立会う商談会開催】

③ 所有者が不動産事業者を
選定し、媒介契約の締結

④ 市と媒介事業者による
物件情報の発信

⑤ 利用希望者から問い合せ

⑥ 媒介事業者の仲介による
売買・賃貸借契約の締結

実績(H26～R6.3）
登録：510件
成約：360件

（成約率 約71％）

これまで売買や賃貸されていなかった空き家
を掘り起こし、その情報を市内外に発信させる
ことで、空き家の活用を促進
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（２）空き家・空き地の活用促進

２）空き家を活かす地域共生マッチング事業

実績(H30～R6.3）

活用希望者

:11件

提供空き家

:16件

活用ｻﾎﾟｰﾀｰ登録

:13社

成約: 0件

※引合せに至るものは

多数あり

空き家を活かして地域と共生する取り組みをしようとする活用希望者と、
その趣旨に賛同した空き家所有者とのマッチング
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（２）空き家・空き地の活用促進

３）マイホーム借上げ制度の情報提供

一般社団法人 移住・住みかえ支援機構（JTI）が、５０歳以上の方が所有する
マイホームを借上げて転貸し、安定した賃料収入を保証する公的な制度。

これにより、マイホームを売却することなく、住みかえや老後の資金として活
用することができる。
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（２）空き家・空き地の活用促進

４）北九州市空き家等面的対策推進事業
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（２）空き家・空き地の活用促進

４）北九州市空き家等面的対策推進事業
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（２）空き家・空き地の活用促進

５）空家等活用促進区域制度
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（２）空き家・空き地の活用促進

５）空家等活用促進区域制度
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（２）空き家・空き地の活用促進

６）空家等管理活用支援法人

市が空き家の活用や管理に取り組むＮＰＯ法人、社団法人等を空家等管理活
用支援法人に指定し、当該法人が所有者への相談対応や所有者と活用希望者の
マッチングを行う。

17

相談対応（窓口・電話）

空き家カルテの作成
市場性の調査

※

連携団体・市とのカルテ共有・協議

問題解決出口の検討・提案

空き家の分析
次年度に向けた改善検討

空家等管理活用支援法人

・売りたい
・貸したい
・改修したい
・解体したい
・管理してもらいたい

・買いたい
・借りたい
・移住したい
・何かを始めたい

空き家の活用希望者

・倒壊しそうで危険
・塀が倒れそう
・樹木が繁茂している

空き家の所有者

近隣住民

連携団体

・
・
・

宅建業

司法書士

弁護士

建設業

解体業

管理業

金融業

〇〇〇

市民（相談者）

カルテ共有と
連携

※「市場性あり」の場合は、市場流通に向け
た支援を行い、「市場流通困難」の場合は、
『老朽空き家等除却促進事業』等の案内・提
案により、除却や管理に向けた支援を行う。

相
談

北九州市

提
案
や
マ
ッ
チ
ン
グ

指定


